
非常事態発生における措置について　　　　　令和3年度【保存版】 名古屋市立新栄小学校

１　暴風警報・暴風雪警報、特別警報および避難勧告・避難指示発令時の対応

登校前・在宅時 登校中 在校中 下校中

　名古屋市に暴風警報・暴風雪警
報が発令された場合

　自宅にて待機
　原則そのまま登校し、その
後は、「在校中」に準じた対
応

　電話や「なごやっ子あんし
んメール」等にて連絡し、保
護者への引き渡しによる下
校

　そのまま下校し、その後
は、「登校前・在宅時」に準
じた対応

　名古屋市に特別警報が発令さ
れた場合
　白山中学校区に避難勧告・避難
指示が発令された場合

　自宅待機・避難など、各
家庭での対応

　原則そのまま登校し、その
後は、「在校中」に準じた対
応

　そのまま学校にて待機
（引き渡しの場合は速やか
に学校へお越しください）

　そのまま下校し、その後
は、「登校前・在宅時」に準
じた対応

※　上記の発令が解除された時の対応

２　南海トラフ地震臨時情報発表時の対応

登校前・在宅時 登校中 在校中 下校中

　「南海トラフ地震臨時情報」
発表時

　学校から連絡がない限り、
通常通り登校

　原則そのまま登校し、その
後は、「在校中」に準じた対
応

　状況によっては、電話や
「なごやっ子あんしんメー
ル」等にて連絡し、保護者
への引き渡しによる下校

　そのまま下校し、その後
は、「登校前・在宅時」に準
じた対応

３　その他

　○　上記の内容をご理解の上、この用紙をご自宅の見やすい所に掲示するなど、保存しておいてください。

①　午前６時までに解除された場合・・・・いつものように分団登校をする。通常通りの授業を行う。

②　午前11時までに解除された場合・・・・午後１時１５分までに、通学路で登校し午後の授業を行う。（分団の集合時刻は、普段の時刻の５時間後）

③　午前11時までに解除されなかった場合・・・・当日の授業は行わない。臨時休業とする。

　○　各種警報については、テレビ・ラジオ等の報道から情報を収集し、上記の対応をお願いします。
　○　天候や通学路の状況によっては、「登校時刻や下校時刻を変更する」「保護者への引き渡しによる下校」の場合もございますので、ご承知おきくだ
　　さい。その場合は、電話や「なごやっ子あんしんメール」等でお知らせします。
　○　教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日・土日祝を問わず、前日の午前１２時までに教育委員会より「なごやっ子あんしんメール」と「教育
　　委員会ホームページ」で休校をお知らせします。


